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は
じ
め
に

　

民
俗
芸
能
と
は
、
地
域
に
伝
わ
る
祭
り
や
行
事
に
お
い
て
主
に
非

専
業
者
が
演
じ
る
歌
、
踊
り
、
演
劇
な
ど
の
芸
能
で
あ
る
と
説
明
さ

れ
る
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
、「
民
俗
芸
能
」
と
い
う
呼
称
は
「
あ

る
種
の
芸
能
を
さ
す
も
の
で
は
な
い
」こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る〔
大

石 

二
〇
二
三
：
２
〕。
大
石
泰
夫
は
「
民
俗
芸
能
」
と
い
う
呼
称
が

明
治
維
新
後
の
国
の
政
策
と
の
関
係
に
言
及
し
な
が
ら
、「
一
般
的
に

は
定
着
し
つ
つ
あ
っ
た
「
郷
土
芸
能
」
に
対
し
て
、「
郷
土
」
と
い
う

語
を
使
う
こ
と
に
よ
っ
て
ロ
ー
カ
ル
色
に
の
み
意
識
が
強
調
さ
れ
て

し
ま
う
こ
と
を
避
け
て
、
日
本
全
体
の
民
俗
資
料
と
し
て
こ
れ
ら
の

芸
能
を
考
え
た
い
と
い
う
研
究
者
た
ち
の
意
識
が
あ
っ
た
」
と
述
べ

て
い
る
（
同
）。
こ
の
よ
う
に
、「
民
俗
芸
能
」
と
呼
ば
れ
る
芸
能
は
、

国
の
政
策
、
す
な
わ
ち
行
政
の
文
化
財
と
い
う
枠
組
み
の
中
で
性
格

付
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

　

民
俗
芸
能
は
、
文
化
財
行
政
に
お
い
て
は
無
形
民
俗
文
化
財
に
カ

テ
ゴ
ラ
イ
ズ
さ
れ
て
い
る
。
神
奈
川
県
に
お
け
る
国
の
指
定
無
形
民

俗
文
化
財
、
お
よ
び
記
録
作
成
等
の
措
置
を
講
ず
べ
き
無
形
の
民
俗

文
化
財
（
以
下
、
国
選
択
と
称
す
）
は
表
の
通
り
で
あ
る
（
表
）。

　

こ
の
内
、
民
俗
芸
能
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
チ
ャ
ッ
キ
ラ
コ
、

山
北
の
お
峯
入
り
、
相
模
人
形
芝
居
、
箱
根
の
湯
立
獅
子
舞
、
横
須

賀
の
虎
踊
で
あ
る
。
な
お
、
貴
船
神
社
の
船
祭
り
の
構
成
要
素
と
し

て
真
鶴
の
鹿
島
踊
は
あ
る
が
、
鹿
島
踊
自
体
に
文
化
財
指
定
は
さ
れ

て
い
な
い
。

　

県
内
の
無
形
民
俗
文
化
財
の
内
、
最
も
早
く
国
選
択
に
選
定
さ
れ

〈
論　

文
〉民

俗
芸
能
の
公
開
と
継
承
─
チ
ャ
ッ
キ
ラ
コ
と
山
北
の
お
峯
入
り
─�

�

髙
久
　
　
舞
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た
の
は
チ
ャ
ッ
キ
ラ
コ
で
、
昭
和
四
五
年
（
一
九
七
〇
）
の
こ
と
で

あ
る
。
そ
の
後
相
模
人
形
芝
居
が
昭
和
四
六
年
に
、
山
北
の
お
峯
入

り
は
昭
和
四
八
年
に
国
選
択
に
選
定
さ
れ
た
。国
レ
ベ
ル
で
の
指
定
、

選
択
の
指
定
年
は
表
の
通
り
で
あ
る
が
、
チ
ャ
ッ
キ
ラ
コ
が
県
の
無

形
文
化
財
指
定
さ
れ
た
の
は
昭
和
四
〇
年
（
一
九
六
五
）
の
こ
と
で
、

県
の
無
形
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
の
は
山
北
の
お
峯
入
り
と
相
模
人

形
芝
居
が
最
も
早
く
、
昭
和
二
八
年
（
一
九
五
三
）
の
こ
と
で
あ
る
。

当
然
の
こ
と
だ
が
、
指
定
年
の
早
さ
、
遅
さ
は
文
化
財
の
価
値
に
は

ま
っ
た
く
関
係
の
な
い
こ
と
で
、
さ
ら
に
指
定
の
有
無
は
無
形
民
俗

文
化
財
の
価
値
づ
け
を
す
る
も
の
で
は
な
い
。

　

現
在
、
指
定
の
有
無
は
そ
の
民
俗
芸
能
を
説
明
す
る
上
で
欠
か
せ

な
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
公
開
す
る
際
に
、
ま

た
は
公
開
の
場
で
表
示
さ
れ
た
り
説
明
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
で
観
光

客
の
注
目
を
浴
び
、
郷
土
の
人
々
に
と
っ
て
は
誇
り
と
な
る
（
写
真

１
）。
し
か
し
、
観
光
客
と
し
て
訪
れ
る
大
半
の
人
は
無
形
民
俗
文
化

財
の
指
定
や
選
定
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
な
ぜ
指
定
・
選
定
さ
れ

た
の
か
は
理
解
し
て
い
な
い
だ
ろ
う
。
筆
者
は
近
年
、
指
定
・
選
択

名称 市町村 指定年

チャッキラコ 三浦市 県無形文化財指定（S.40）国選択（S.45）　　　　　　　　　　　　国指定（S.51）

相模人形芝居 小田原市・厚木市 県無形文化財指定（S.28）国選択（S.46）　　　　　県指定（S.51）国指定（S.55）

山北のお峯入り 山北町 県無形文化財指定（S.28）国選択（S.48）　　　　　県指定（S.51）国指定（S.56）

貴船神社の船祭り 真鶴町 県無形文化財指定（S.33）　　　　　　　　　　　　県指定（S.51）国指定（H.8）

大磯の左義長 大磯町 　　　　　　　　　　　　　　　　　県選択（S.52）県指定（S.53）国指定（H.9）

三戸のオショロ流し 三浦市 　　　　　　　　　　　　　　　　　県選択（S.52）県指定（S.53）国指定（H.23）

箱根の湯立獅子舞 箱根町 県無形文化財指定（S.29）国選択（S.46）　　　　　県指定（S.51）国指定（R.4）

横須賀の虎踊 横須賀市 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 県指定（S.51）国選択（H.16）

関東の大凧揚げ習俗 相模原市・座間市 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 国選択（H.33）

大山こまの製作技術 伊勢原市 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  国選択（R.5）

※昭和40年代の「国選択」は、「無形文化財」。昭和50年代以降の「国選択」は「無形民俗文化財」
※「県指定」は「県指定無形民俗文化財」

国
指
定

国
選
択

（表）神奈川県内の国指定、国選択の無形民俗文化財（国指定年代順）（表）神奈川県内の国指定、国選択の無形民俗文化財（国指定年代順）

※昭和40年代の「国選択」は、「無形文化財」。昭和50年代以降の「国選択」は「無形民俗文化財」
※「県指定」は「県指定無形民俗文化財」
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の
有
無
が
無
形
民
俗
文
化
財
の
「
付
加
価
値
」
と
し
て
認
識
さ
れ
て

い
る
場
合
が
あ
る
こ
と
を
危
惧
し
て
い
る
。

　

本
稿
で
は
、
チ
ャ
ッ
キ
ラ
コ
と
山
北
の
お
峯
入
り
に
つ
い
て
国
の

政
策
と
を
照
ら
し
合
わ
せ
な
が
ら
、
そ
の
継
承
に
つ
い
て
考
え
て
い

き
た
い
。
先
に
述
べ
た
通
り
「
民
俗
芸
能
」
は
研
究
者
や
文
化
財
行

政
に
お
い
て
形
作
ら
れ
た
も
の
と
の
認
識
か
ら
、
チ
ャ
ッ
キ
ラ
コ
、

お
峯
入
り
に
つ
い
て
も
個
別
呼
称
で
は
な
い
場
合
、
芸
能
と
記
す
こ

と
と
す
る
。
な
お
、
こ
こ
で
い
う
芸
能
と
は
「
鑑
賞
者
に
対
し
て
身

体
で
表
現
す
る
も
の
」〔
髙
久 

二
〇
一
七
：
19
〕
と
定
義
し
て
お
く
。

１　

チ
ャ
ッ
キ
ラ
コ
と
山
北
の
お
峯
入
り
の
概
要

（
１
）
チ
ャ
ッ
キ
ラ
コ

　

三
浦
市
は
、
神
奈
川
県
の
最
南
端
に
あ
り
、
北
は
横
須
賀
市
に
接

し
、
ほ
か
三
方
は
海
に
囲
ま
れ
た
地
域
で
あ
る
。
チ
ャ
ッ
キ
ラ
コ
が

伝
承
さ
れ
る
三
浦
市
三
崎
は
そ
の
最
南
端
に
位
置
し
、『
和
名
類
聚
抄
』

に
は
「
相
模
国
観
浦
郡
御
崎
」
と
「
御
崎
」
の
文
字
が
見
ら
れ
、
三

崎
の
対
面
に
位
置
す
る
城
ヶ
島
は
、
行
基
が
薬
師
如
来
を
彫
刻
し
神

（写真１）令和５年10月7日　山北のお峯入り（筆者撮影）
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宮
寺
を
建
立
し
て
こ
れ
を
祀
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。『
和
名
類
聚
抄
』

の
成
立
か
ら
さ
ら
に
七
〇
年
ほ
ど
前
に
あ
た
る
貞
観
六
年（
八
六
四
）、

大
納
言
伴
善
男
の
讒
言
に
あ
い
、
筑
紫
か
ら
船
で
逃
れ
た
藤
原
資
盈

と
妻
の
盈
渡
姫
が
流
れ
着
い
た
場
所
が
三
崎
の
花
暮
の
御
座
の
磯
で

あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
資
盈
は
当
地
で
郷
民
を
治
め
、
そ
の
後
当

地
の
豪
族
等
が
天
元
五
年
（
九
八
二
）、
藤
原
資
盈
と
盈
渡
姫
を

楫か
じ
や
つ
や
ま

谷
山
に
海
南
明
神
と
し
て
祀
っ
た
と
さ
れ
る
。
こ
れ
が
現
在
の
海

南
神
社
で
あ
る
。
中
世
に
な
る
と
、
康
平
六
年
（
一
〇
六
三
）
に
三

浦
氏
が
現
在
の
横
須
賀
市
の
衣
笠
に
城
を
構
え
、
鎌
倉
幕
府
の
重
臣

と
な
っ
た
関
係
か
ら
、海
南
神
社
に
は
源
頼
朝
伝
承
譚
も
存
在
す
る
。

近
世
に
は
、
江
戸
湾
港
に
位
置
す
る
重
要
地
と
さ
れ
、
幕
府
天
領
と

な
っ
た
。
ま
た
、
近
世
の
地
誌
『
三
浦
古
尋
録
』
に
「
浜
ニ
ハ
小
舟

ヲ
泛ウ
カ
ベテ
釣
ヲ
垂
或
ハ
海
上
数
十
理
ヲ
漕
渡
リ
テ
魚
事
ヲ
ナ
ス
是
此
地

ノ
作ナ
リ
ワ
イ業
ナ
リ
」〔
加
藤 

一
九
六
七
：
160
〕
と
あ
る
よ
う
に
、
当
時
か

ら
海
洋
漁
業
が
盛
ん
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
現
在
に
お
い
て
も

マ
グ
ロ
は
三
崎
の
特
産
物
と
し
て
広
く
認
識
さ
れ
て
い
る
。

　

チ
ャ
ッ
キ
ラ
コ
は
一
月
一
五
日
の
小
正
月
に
踊
ら
れ
る
芸
能
で
あ

る
。
初
見
は
宝
暦
六
年
（
一
七
五
六
）
に
三
崎
の
俳
人
木
村
氏

鶯お
う
き
ゅ
う
し
ゃ
そ
う
や

丘
舎
草
也
に
よ
っ
て
記
さ
れ
た
地
誌
『
三
崎
志
』
で
、「
十
五
日

女
児
集
リ
踊
ル
」
と
あ
る
。
こ
の
当
時
は
チ
ャ
ッ
キ
ラ
コ
と
い
う
名

称
で
は
な
く
「
初
瀬
踊
」
と
称
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
チ
ャ
ッ
キ
ラ

コ
で
最
初
に
歌
わ
れ
る
「
は
つ
い
せ
」
で
あ
る
こ
と
は
内
海
延
吉
、

永
田
衡
吉
ら
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
小
正
月
行
事
と

チ
ャ
ッ
キ
ラ
コ
の
連
関
に
つ
い
て
は
、
内
海
延
吉
、
田
辺
悟
の
報
告

お
よ
び
小
島
瓔
禮
の
論
考
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
〔
内
海 

一

九
七
五
、
田
辺 

二
〇
〇
九
、
小
島 

二
〇
一
五
、
髙
久 

二
〇
二
二
〕。

　

現
在
に
至
る
ま
で
日
程
と
踊
り
子
の
性
別
に
は
変
化
は
な
い
。
チ

ャ
ッ
キ
ラ
コ
は
音
頭
取
り
と
踊
り
子
と
で
構
成
さ
れ
、
音
頭
取
り
は

踊
り
子
経
験
者
で
あ
る
こ
と
が
大
半
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
女
系
の

芸
能
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
か
つ
て
踊
り
子
は
「
十
二
三

才
に
な
つ
て
多
少
娘
心
が
つ
く
と
、
自
然
と
踊
ら
な
く
な
る
」〔
内
海

一
九
六
〇
：
３
〕
と
さ
れ
た
が
、
現
在
は
基
本
的
に
小
学
校
一
年
生

か
ら
六
年
生
を
対
象
と
し
て
い
る
（
近
年
は
就
学
前
の
幼
児
が
参
加

す
る
場
合
も
あ
る
）。
現
在
の
音
頭
取
り
か
ら
話
を
聞
く
と
、
か
つ
て
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は
漁
家
の
者
し
か
踊
れ
な
か
っ
た
と
い
う
。
チ
ャ
ッ
キ
ラ
コ
は
三
崎

の
漁
村
集
落
や
北
下
浦
の
村
で
も
漁
家
の
者
が
集
落
ご
と
に
行
っ
て

い
た
と
い
う
が
、
明
治
期
に
は
す
で
に
三
崎
の
花
暮
、
仲
崎
集
落
の

み
と
な
っ
て
い
た
。

　

現
在
、
チ
ャ
ッ
キ
ラ
コ
が
演
じ
ら
れ
る
場
は
本
宮（
１
）、
海
南
神
社
、

花
暮
の
龍
神
様
の
祠
（
御
座
の
磯
）、
仲
崎
の
龍
神
様
の
祠
と
、
集
落

の
家
や
店
で
あ
る
。
昭
和
三
九
年
（
一
九
六
四
）
に
保
存
会
が
発
足

す
る
以
前
は
、
花
暮
と
仲
崎
は
本
宮
、
海
南
神
社
の
境
内
で
踊
る
際

に
は
右
側
が
仲
崎
組
、
左
側
が
花
暮
組
に
別
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
向
か
い

合
っ
て
並
ん
で
い
た
。
ま
た
、
龍
神
様
の
祠
も
仲
崎
、
花
暮
そ
れ
ぞ

れ
で
奉
納
し
、
そ
の
後
各
集
落
の
家
々
を
門
付
け
し
て
い
た
。
現
在

は
、
子
ど
も
た
ち
の
住
む
地
域
で
分
け
て
は
い
な
い
が
、
龍
神
様
の

祠
で
の
奉
納
後
は
二
手
に
分
か
れ
て
招
か
れ
た
家
や
商
店
で
踊
っ
て

い
る
（
写
真
２
）。
演
目
は
、「
初
い
せ
」
か
ら
始
ま
り
、「
ち
ゃ
っ
き

ら
こ
」「
二
本
踊
り
」「
よ
さ
さ
節
」「
鎌
倉
節
」「
お
伊
勢
参
り
」
の

六
曲
で
、
大
正
年
代
ま
で
は
家
々
を
廻
っ
て
宿
に
引
き
上
げ
て
か
ら

「
よ
い
よ
い
、
よ
い
ま
か
せ
」
と
い
う
手
踊
り
を
踊
っ
て
い
た
。

（写真２）令和４年1月15日　チャッキラコ（筆者撮影）
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地
で
、
酒
匂
川
の
源
流
地
帯
と
な
っ
て
い
る
地
で
あ
る
。
現
在
、
お

峯
入
り
の
伝
え
ら
れ
る
共
和
地
区
は
旧
共
和
村
（
昭
和
三
〇
年
〔
一

九
五
五
〕
山
北
町
に
合
併
）
で
、
明
治
二
二
年
（
一
八
八
九
）
に
皆

瀬
川
村
と
都
夫
良
野
村
が
合
併
し
て
共
和
村
と
な
っ
た
。
お
峯
入
り

は
元
来
、
皆
瀬
川
村
の
芸
能
と
し
て
伝
承
さ
れ
て
い
た
。『
新
編
相
模

国
風
土
記
稿
』
に
は
皆
瀬
川
村
の
小
字
は
、
人ひ
と
と
お遠
、
鍛
冶
屋
敷
、
深

澤
、
市
間
、
湯
ケ
澤
、
高
杉
、
八
町
の
名
が
あ
る
。
そ
の
後
、
湯
ケ

澤
は
消
滅
、
八
町
は
八
丁
の
文
字
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
各
集
落
に

は
「
ウ
ジ
ガ
ミ
様
」「
オ
ブ
ス
ナ
様
」
と
呼
ぶ
社
祠
が
あ
る
が
〔
山
北

町
地
方
史
研
究
会 

一
九
六
二
：
37
〕、
皆
瀬
川
村
全
体
の
氏
神
と
し

て
は
高
杉
神
明
社
が
あ
る
。『
新
編
相
模
国
風
土
記
稿
』
で
は
「
例

祭
八
月
十
六
日
、
山
神
と
相
殿
と
す
」と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
現
在
、

高
杉
神
明
社
の
例
祭
が
行
わ
れ
る
の
は
一
〇
月
一
六
日
の
伊
勢
外
宮

の
祭
日
で
あ
る
。
か
つ
て
、
八
月
一
六
日
に
行
っ
て
い
た
こ
と
に
つ

い
て
、
久
保
田
裕
通
は
一
〇
月
一
六
日
の
前
夜
に
行
わ
れ
て
い
た
成

年
戎
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
「
若
衆
の
ヌ
キ
サ
シ
」
に
着
目
し
、
そ
の

後
に
行
わ
れ
た
祭
礼
あ
る
い
は
お
峯
入
り
の
最
終
討
議
を「
月
見
会
」

演
目
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

一
、
初
い
せ

二
、
ち
ゃ
っ
き
ら
こ

三
、
二
本
踊
り

四
、
よ
さ
さ
節

五
、
鎌
倉
節

六　

お
伊
勢
参
り

い
ず
れ
の
演
目
も
歌
を
歌
う
の
は
音
頭
取
り
の
役
割
で
あ
る
。
門
付

け
の
際
に
は
特
定
の
店
名
を
入
れ
込
ん
だ
詞
章
が
歌
わ
れ
る
な
ど
、

演
じ
る
場
に
よ
っ
て
異
な
る
こ
と
も
あ
る
。
伝
承
者
自
身
も
語
っ
て

い
る
こ
と
で
あ
る
が
、
チ
ャ
ッ
キ
ラ
コ
は
本
宮
や
神
社
で
の
奉
納
芸

能
と
い
う
側
面
だ
け
で
は
な
く
、
各
戸
を
門
付
け
す
る
祝
福
芸
と
し

て
の
性
格
も
強
い
〔
髙
久 

二
〇
二
二
〕。

（
２
）
山
北
の
お
峯
入
り

　

山
北
町
は
神
奈
川
県
の
西
端
に
位
置
し
、
町
域
の
ほ
と
ん
ど
が
山
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と
称
す
る
こ
と
か
ら
、
お
峯
入
り
が
八
月
十
五
夜
と
絡
め
た
日
付
設

定
だ
っ
た
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
〔
久
保
田 

二
〇
〇
二
：
46
〕。

　

高
杉
神
明
社
の
例
祭
は
一
〇
月
一
六
日
だ
が
、
お
峯
入
り
は
毎
年

敢
行
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
文
献
上
に
お
け
る
初
出
は
文
久
三

年
（
一
八
六
三
）
の
「
大
神
宮
御
祭
禮
帳　

八
月
十
六
日
皆
瀬
川
村

老
中　

若
者
中
」
で
あ
る
。
そ
の
後
お
峯
入
り
実
施
は
、
記
録
の
上

で
は
明
治
一
四
年
（
一
八
八
一
）、
明
治
三
一
年
（
一
八
九
八
）
と
続

き
、
明
治
一
四
年
以
降
の
開
催
日
は
一
〇
月
一
六
日
と
な
る
。
大
正

期
は
一
度
も
開
催
さ
れ
ず
、
次
の
開
催
は
昭
和
九
年
（
一
九
三
四
）

の
こ
と
で
あ
る
。
昭
和
九
年
は
「
復
活
伝
承
」
と
称
さ
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、実
に
三
六
年
ぶ
り
の
開
催
と
な
っ
た
。

こ
の
と
き
よ
り
、
共
和
村
と
し
て
の
行
事
と
な
り
、
旧
都
夫
良
野
村

も
加
わ
っ
て
い
る
。
こ
の
後
も
不
定
期
開
催
で
現
在
ま
で
続
い
て
い

る
が
、
詳
細
は
後
ほ
ど
記
す
こ
と
と
す
る
。

　

お
峯
入
り
は
、
道
行
き
と
奉
納
芸
能
で
構
成
さ
れ
る
。
演
者
が
参

集
す
る
起
点
と
な
る
場
所
で
ま
ず
は
芸
能
が
演
じ
ら
れ
、
そ
の
後
高

杉
神
明
社
へ
道
行
き
を
行
な
う
。
起
点
地
は
市
間
集
落
で
あ
っ
た
と

さ
れ
る
が
〔
永
田 

一
九
八
七
〕、
久
保
田
に
よ
れ
ば
平
成
初
期
の
調

査
で
は
市
間
集
落
に
参
集
し
て
い
た
こ
と
を
記
憶
し
て
い
る
者
は
い

な
か
っ
た
と
あ
り
、
大
正
三
年
（
一
九
一
四
）
創
立
の
共
和
小
学
校

が
起
点
と
な
っ
た
。
平
成
八
年
（
一
九
九
六
）
に
は
起
点
が
山
北
駅

前
に
移
り
、
共
和
小
学
校
で
も
披
露
し
た
後
、
徒
歩
で
高
杉
神
明
社

へ
向
か
う
形
に
変
化
す
る
。
さ
ら
に
平
成
二
四
年
（
二
〇
一
二
）
は

駅
前
を
起
点
と
し
な
が
ら
も
山
頂
ま
で
自
動
車
で
向
か
っ
て
山
頂
で

道
行
を
披
露
し
て
い
る
〔
久
保
田 

二
〇
一
八
〕。

　

以
下
、
久
保
田
の
論
考〔
久
保
田 

二
〇
一
七
、
二
〇
一
八
〕、『
山

北
町
史
別
編　

民
俗
』、『
国
指
定
重
要
無
形
民
俗
文
化
財　

山
北
の

お
峯
入
り
』〔
山
北
町
教
育
委
員
会
・
お
峯
入
り
保
存
会
編 

一
九
九

四
〕、『
山
北
の
お
峯
入
り
』〔
令
和
五
年　

パ
ン
フ
レ
ッ
ト
〕
を
参
照

に
道
行
と
各
演
目
に
つ
い
て
列
挙
す
る
。
な
お
、
道
行
の
順
序
と
人

数
は
令
和
五
年
（
二
〇
二
三
）
の
大
野
山
道
行
に
拠
る
。
ま
た
、
名

称
は
『
国
指
定
重
要
無
形
民
俗
文
化
財　

山
北
の
お
峯
入
り
』〔
お
峯

入
り
保
存
会
編 

二
〇
〇
八
〕
に
準
じ
た
。



― 9 ―

◯　

道
行
（
写
真
３
）

天
狗
（
一
名
）
―
―　

獅
子
（
二
名
）
―
―　

お
か
め
（
一
名
）

―
―
先
払
い
（
二
名
）
―
―
山
伏
（
四
名
）
―
―
ま
と
え
（
一

名
）
―
―
笛
（
六
名
）
―
―
太
鼓
持
ち
（
二
名
）
―
―
太
鼓
打

ち
（
二
名
）
―
―
歌
（
四
名
）
―
―
先
払
（
一
名
）
―
―
ま
と

え
（
一
名
）
―
―
棒
振
り
（
六
名
）
―
―
台
弓
（
二
名
）
―
―

奴
（
六
名
）
―
―
万
燈
（
六
名
）
―
―
ほ
ろ
か
ご
（
二
名
／
子

ど
も
）
―
―
弓
（
六
名
）
―
―
先
箱
（
二
名
）
―
―
先
払
（
一

名
）
―
―
立
ち
槍
（
二
名
）
―
―
お
鷹
（
一
名
）
―
―
太
刀
（
一

名
）
―
―
か
ち
武
士
（
二
名
）
―
―
供
物
（
四
名
）
―
―
国
見

役
（
一
名
）
―
―
お
側
（
一
名
）
―
―
殿
様
（
一
名
）
―
―
お

側
（
一
名
）
―
―
若
殿
（
二
名
）
―
―
立
傘
（
一
名
）
―
―
お

手
弓
（
二
名
）
―
―
立
ほ
こ
（
二
名
）
―
―
長
刀
（
一
名
）

◯　

奉
納
芸
能

　

一　

み
そ
ぎ　

　

二　

満
月
の
歌　

　

三　

棒
踊
り
①　

（写真３）令和５年10月7日　大野山道行（大山晋吾氏提供）
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四　

鹿
枝
踊
り　

　

五　

棒
踊
り
②

　

六　

修
行
踊
り

　

七　

歌
の
山

　

八　

四
節
踊
り

　

九　

棒
踊
り
③

　

十　

五
色
踊
り

　

一
一　

棒
踊
り
④

そ
れ
ぞ
れ
の
演
目
の
演
者
は
地
区
ご
と
で
役
割
が
決
ま
っ
て
い
る
。

以
下
、
そ
れ
ぞ
れ
の
担
当
を
示
す
。

　

み
そ
ぎ
・
五
色
踊
り
（
深
沢
）

　

満
月
の
歌
・
歌
の
山
（
高
杉
・
鍛
冶
屋
敷
）

　

棒
踊
り
（
深
沢
）

　

鹿
枝
踊
り
（
鍛
冶
屋
敷
・
人
遠
・
瀬
戸
・
市
間
・
八
丁
・
都
夫
良

　

野
）

　

修
行
踊
り
（
人
遠
）

　

四
節
踊
り
（
鍛
冶
屋
敷
・
都
夫
良
野
・
市
間
・
古
宿
な
ど
（
２
））

２　

チ
ャ
ッ
キ
ラ
コ
の
公
開
と
文
化
財
指
定
へ
の
動
き

　

チ
ャ
ッ
キ
ラ
コ
が
小
正
月
以
外
に
初
め
て
舞
台
に
立
っ
た
の
は
明

治
四
四
年
（
一
九
一
一
）
の
こ
と
で
あ
る
。
三
崎
警
察
署
新
築
落
成

記
念
と
し
て
披
露
し
た
。
そ
れ
ま
で
は
正
月
の
晴
れ
着
を
踊
り
子
の

各
家
で
準
備
し
て
い
た
の
だ
が
、
こ
の
際
に
当
時
の
町
の
有
志
の
発

案
で
海
南
神
社
の
神
紋
（
昇
り
藤
）
を
染
め
た
水
干
、
足
袋
、
金
の

前
折
烏
帽
子
が
用
意
さ
れ
た
。

　

昭
和
六
年
（
一
九
三
一
）、
二
〇
年
ぶ
り
に
小
正
月
と
い
う
「
時
」

を
離
れ
、
さ
ら
に
三
崎
と
い
う
「
場
」
を
離
れ
て
チ
ャ
ッ
キ
ラ
コ
を

演
じ
た
の
が
、
日
本
青
年
館
で
開
催
さ
れ
た
第
六
回
「
郷
土
舞
踊
と

民
謡
の
会
」
で
あ
る
。「
郷
土
舞
踊
と
民
謡
の
会
」
お
よ
び
戦
後
の
大

会
に
つ
い
て
は
、
笹
原
亮
二
、
舘
野
太
朗
、
黛
友
明
、
伊
藤
純
ら
民

俗
芸
能
の
研
究
者
に
よ
っ
て
研
究
者
の
関
与
や
開
催
の
経
緯
、
時
代

の
位
置
づ
け
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
の
視
点
か
ら
研
究
成
果
を
挙
げ
て
い

る
〔
笹
原 
一
九
九
〇
・
一
九
九
二
、
舘
野 

二
〇
一
九
、
黛 

二
〇
二
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〇
、
伊
藤 

二
〇
二
二
〕。
そ
の
た
め
こ
こ
で
は
簡
単
に
概
略
の
み
を

示
す
。
大
正
一
四
年
（
一
九
二
五
）、
日
本
青
年
館
開
館
式
の
記
念
行

事
の
一
つ
と
し
て
「
郷
土
舞
踊
と
民
謡
」
が
開
催
さ
れ
た
。
笹
原
は
、

「
青
年
団
に
拠
る
郷
土
研
究
が
奨
励
さ
れ
、
各
地
の
芸
能
も
、
風
俗

慣
習
な
ど
と
同
様
に
郷
土
研
究
の
資
料
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
た
。

こ
う
し
た
状
況
か
ら
大
会
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
」
と
、
当
時
の
社

会
状
況
を
踏
ま
え
た
上
で
会
が
催
さ
れ
た
と
し
て
い
る
〔
笹
原
一
九

九
二
：
48
〕。「
郷
土
舞
踊
と
民
謡
」
は
一
回
性
の
行
事
と
は
な
ら
ず
、

第
二
回
以
降
は
名
称
を
「
郷
土
舞
踊
と
民
謡
の
会
」
と
改
め
、
会
場

は
そ
の
ま
ま
に
毎
年
一
回
行
わ
れ
る
民
俗
芸
能
の
舞
台
公
演
と
な
っ

た
。
初
回
か
ら
顧
問
と
し
て
関
わ
っ
て
い
た
柳
田
国
男
、高
野
辰
之
、

小
寺
融
吉
は
引
き
続
き
携
わ
っ
て
い
く
。
当
初
か
ら
研
究
者
と
民
俗

芸
能
の
舞
台
化
は
切
り
離
せ
な
い
関
係
に
あ
っ
た
の
だ
が
、
舘
野
は

「
坪
内
逍
遥
の
周
辺
で
演
劇
や
舞
踊
を
し
て
い
た
人
び
と
が
出
会
い
、

折
口
信
夫
の
周
辺
で
民
俗
学
を
研
究
し
て
い
た
人
び
と
が
出
会
い
、

昭
和
三
（
一
九
二
八
）
年
に
は
民
俗
藝
能
の
研
究
雑
誌
『
民
俗
藝
術
』

が
創
刊
さ
れ
る
。
民
俗
藝
能
の
舞
台
公
演
が
学
術
研
究
の
場
を
生
ん

だ
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。」〔
舘
野 

二
〇
一
九
：
28
〕
と
、「
郷
土

舞
踊
と
民
謡
の
会
」
に
お
け
る
研
究
上
の
意
義
に
つ
い
て
言
及
し
て

い
る
。

　
「
郷
土
舞
踊
と
民
謡
の
会
」
は
戦
時
中
に
中
断
し
、
昭
和
二
五
年

（
一
九
五
〇
）
に
「
全
国
郷
土
藝
能
大
会
」
と
し
て
再
開
す
る
。
こ

れ
は
第
五
回
文
部
省
芸
術
祭
主
催
公
演
と
し
て
の
開
催
で
あ
っ
た
。

伊
藤
は
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
記
事
と
し
て
恒
例
と
な
る
出
演
団
体
紹
介

を
こ
の
大
会
時
か
ら
本
田
安
次
が
書
い
て
い
る
こ
と
に
着
目
し
、

「（
本
田
安
次
が
―
筆
者
注
）
出
演
団
体
の
選
出
に
大
き
く
関
わ
っ
て

い
た
こ
と
が
わ
か
る
」〔
伊
藤 

二
〇
二
二
：
89
〕
と
指
摘
す
る
。
昭

和
三
三
年
（
一
九
五
八
）
の
第
九
回
大
会
か
ら
は
「
全
国
民
俗
芸
能

大
会
」
と
改
称
し
て
（
３
）、
現
在
も
日
本
青
年
館
を
会
場
と
し
て
開
催

さ
れ
て
い
る
。

　

チ
ャ
ッ
キ
ラ
コ
の
「
郷
土
舞
踊
と
民
謡
の
会
」
へ
の
出
演
経
緯
の

記
録
は
な
く
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
際
は
「
よ
さ

さ
節
、
そ
の
他
」
と
紹
介
さ
れ
て
い
た
。「
よ
さ
さ
節
」
と
は
、
囃
子

言
葉
「
ヨ
サ
サ
ノ
サ
」
が
元
に
な
っ
て
お
り
、
三
崎
出
身
の
作
曲
家
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で
あ
る
小
村
三
千
三
が
愛
宕
山
の
放
送
局
で
初
め
て
「
チ
ャ
ッ
キ
ラ

コ
」
を
放
送
し
た
時
に
「
よ
さ
さ
節
」
と
ア
ナ
ウ
ン
ス
す
る
よ
う
に

伝
え
た
と
回
顧
し
て
い
る
〔
小
村 

一
九
七
二
〕。
初
め
て
ラ
ジ
オ
で

放
送
さ
れ
た
の
が
昭
和
は
じ
め
頃
と
の
こ
と
か
ら
、
昭
和
六
年
（
一

九
三
一
）
の
舞
台
出
演
で
も
同
様
に
「
よ
さ
さ
節
」
と
し
た
の
で
あ

ろ
う
。

　

内
海
延
吉
は
昭
和
三
九
年
（
一
九
六
四
）
の
ち
ゃ
っ
き
ら
こ
保
存

会
創
立
総
会
に
つ
い
て
振
り
返
る
際
、「
昭
和
六
年
初
め
て
の
東
京
公

演
以
来
終
始
こ
の
踊
の
パ
ト
ロ
ン
で
あ
っ
た
永
田
先
生
の
出
席
の
上

の
激
励
、
音
頭
取
り
の
表
彰
も
あ
っ
た
」
と
記
し
て
い
る
〔
内
海 

一

九
九
〇
：
11-

12
〕。
永
田
先
生
と
は
神
奈
川
県
の
民
俗
芸
能
研
究
に

尽
力
し
た
永
田
衡
吉
の
こ
と
で
あ
る
。
永
田
は
『
神
奈
川
県
民
俗
芸

能
誌
』の
中
で
、「
わ
れ
ら
が
最
初
に
こ
の
踊
り
を
見
た
昭
和
六
年（
四

月
、
東
京
明
治
神
宮
外
苑
、
日
本
青
年
館
主
催
第
六
回
郷
土
舞
踊
と

民
謡
の
会
）
に
は
〝
よ
さ
さ
〟
と
称
し
て
い
た
」〔
永
田 

一
九
八
七
：

369
〕
と
述
べ
て
お
り
、「
郷
土
舞
踊
と
民
謡
の
会
」
が
永
田
に
よ
る
チ

ャ
ッ
キ
ラ
コ
研
究
の
契
機
と
な
っ
た
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。「
郷
土
舞

踊
と
民
謡
の
会
」
開
催
後
は
研
究
者
ら
に
よ
っ
て
合
評
会
が
行
わ
れ

て
い
る
。
チ
ャ
ッ
キ
ラ
コ
の
合
評
会
で
は
、
北
野
広
美
、
小
寺
融
吉
、

折
口
信
夫
ら
が
参
加
し
、
水
干
姿
の
衣
装
に
つ
い
て
批
評
を
行
っ
て

い
る
（
４
）。

　

三
崎
以
外
の
地
で
チ
ャ
ッ
キ
ラ
コ
を
再
び
披
露
す
る
の
は
戦
後
に

な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
昭
和
二
四
年
（
一
九
四
九
）
八
月
に

鎌
倉
八
幡
宮
夏
越
祭
、
実
朝
忌
奉
納
の
郷
土
芸
能
祭
に
、
翌
二
五
年

に
第
五
回
文
部
省
芸
術
祭
主
催
公
演
「
全
国
郷
土
藝
能
大
会
」
に
出

演
す
る
。「
全
国
郷
土
藝
能
大
会
」
は
前
述
し
た
通
り
、
戦
前
の
「
郷

土
舞
踊
と
民
謡
の
会
」
の
後
進
に
当
た
る
大
会
で
あ
る
が
、
日
本
青

年
館
が
接
収
さ
れ
て
お
り
会
場
が
神
田
の
共
立
講
堂
で
、
さ
ら
に
第

五
回
芸
術
祭
の
郷
土
舞
踊
部
門
と
し
て
開
催
さ
れ
た
た
め
、
現
在
の

全
国
民
俗
芸
能
大
会
に
出
演
し
た
と
い
う
認
識
が
地
元
に
は
な
か
っ

た
よ
う
で
あ
る
。
各
都
道
府
県
に
依
頼
状
を
出
し
て
出
演
希
望
を
募

る
と
い
う
方
法
で
、
い
ち
早
く
申
し
出
た
の
が
チ
ャ
ッ
キ
ラ
コ
で
あ

っ
た
〔
本
田 
一
九
九
六
：
310
〕。
本
田
安
次
は
昭
和
二
五
年
の
夏
に

現
地
へ
の
調
査
に
も
訪
れ
て
い
る
。
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こ
の
よ
う
な
経
緯
の
元
、
昭
和
二
五
年
の
全
国
郷
土
藝
能
大
会
に

出
演
す
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
そ
の
名
称
は
「
よ
さ
さ
節
」
で
は
な

く「
チ
ャ
ッ
キ
ラ
コ
」で
あ
っ
た
。
名
称
に
つ
い
て
本
田
安
次
は「
こ

の
踊
は「
チ
ャ
ッ
キ
ラ
コ
」と
総
称
さ
れ
て
は
ゐ
る
が
、
以
前
は「
ヨ

サ
サ
節
」を
以
て
代
表
さ
れ
た
こ
と
も
あ
り
、
初
瀬
踊
、
ひ
や
り
踊
、

或
い
は
左
義
長
の
舞
な
ど
ゝ
稱
せ
ら
れ
た
こ
と
も
あ
る
。」
と
述
べ
て

い
る
〔
本
田 

一
九
九
六
：
311
）。
名
称
に
つ
い
て
は
永
田
が
文
献
の

初
出
か
ら
紐
解
き
、
そ
の
意
味
に
お
け
る
見
解
を
示
し
て
い
る
が
、

内
海
に
よ
れ
ば
「
チ
ャ
ッ
キ
ラ
コ
」
の
呼
称
は
明
治
二
〇
年
（
一
八

八
七
）前
後
に
は
地
元
で
呼
ば
れ
て
い
た
と
い
う〔
内
海 

一
九
九
〇
：

18
〕。

　

こ
こ
で
着
目
し
て
お
き
た
い
の
は
、
昭
和
六
年
の
「
郷
土
舞
踊
と

民
謡
の
会
」
で
は
民
謡
と
し
て
出
演
し
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

こ
の
大
会
の
際
の
感
謝
状
に
は
「
三
﨑
民
謡　

出
演
者
各
位
」
と
あ

る
。
昭
和
二
五
年
の
大
会
は
郷
土
舞
踊
と
民
謡
と
を
分
け
る
必
要
は

な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
あ
え
て
「
チ
ャ
ッ
キ
ラ
コ
」
と
し
た

の
は
舞
踊
と
し
て
の
性
格
付
け
を
昭
和
六
年
の
大
会
よ
り
も
明
確
に

し
た
か
っ
た
本
田
の
意
図
も
感
じ
ら
れ
る
。
チ
ャ
ッ
キ
ラ
コ
を
調
査

し
推
薦
し
た
本
田
安
次
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
お
い
て
は
そ
の
芸
態
や
歌

詞
を
記
載
す
る
に
留
め
て
い
る
が
、
本
田
が
初
め
て
民
俗
芸
能
の
分

類
を
試
み
た
際
、
風
流
の
具
体
例
の
一
つ
と
し
て
チ
ャ
ッ
キ
ラ
コ
を

挙
げ
て
い
る
〔
本
田 

一
九
六
〇
〕。
本
田
は
民
俗
芸
能
を
「
藝
能
史

的
立
場
か
ら
く
く
り
に
く
く
つ
て
」、
神
楽
、
田
楽
、
風
流
、
祝
福
芸
、

外
来
脈
の
五
種
類
に
分
類
し
た
。
さ
ら
に
そ
れ
ぞ
れ
を
小
分
類
し
て

お
り
、
風
流
は
、
念
仏
踊
、
盆
踊
、
太
鼓
踊
、
鞨
鼓
獅
子
舞
、
小
歌

踊
、
綾
踊
、
つ
く
り
も
の
風
流
、
仮
装
風
流
、
練
り
風
流
に
分
け
て

い
る
。
チ
ャ
ッ
キ
ラ
コ
が
例
示
さ
れ
る
の
が
「
小
歌
踊
」
で
、「
あ
わ

れ
深
い
、
或
い
は
頹
唐
的
な
小
歌
に
合
わ
せ
て
踊
ら
れ
る
も
の
」
と

し
て
い
る
。
さ
ら
に
詳
細
な
解
説
を
加
え
た
論
考
で
は
、
歌
謡
と
の

関
係
か
ら
見
た
風
流
踊
を
「
１
、
歌
謡
を
伴
わ
な
い
も
の
、
２
、
唱

え
言
程
度
の
も
の
を
伴
う
も
の
、
３
、
歌
謡
を
重
要
な
要
素
」
と
分

類
し
、
チ
ャ
ッ
キ
ラ
コ
を
「
３
、
歌
謡
を
重
要
な
要
素
」
で
あ
る
藝

能
の
一
つ
と
し
て
例
示
し
て
い
る
〔
本
田 

一
九
九
六
〕。

　

全
国
郷
土
藝
能
大
会
出
演
の
翌
年
、
チ
ャ
ッ
キ
ラ
コ
は
昭
和
二
七
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年
（
一
九
五
二
）
に
国
の
文
化
財
保
護
委
員
会
の
委
員
で
あ
っ
た
本

田
安
次
の
推
薦
を
受
け
、「
助
成
等
の
措
置
を
講
ず
べ
き
無
形
文
化
財
」

と
し
て
選
定
さ
れ
た
。
昭
和
二
五
年
（
一
九
五
〇
）
に
制
定
さ
れ
た

文
化
財
保
護
法
と
全
国
郷
土
藝
能
大
会
は
連
動
し
て
い
る
。
俵
木
悟

は
民
俗
芸
能
が
文
化
財
保
護
政
策
上
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
昭
和
二
七

年
時
点
で
、「
法
律
が
「
国
が
保
護
し
な
け
れ
ば
衰
亡
の
虞
が
あ
る
も

の
」
を
助
成
対
象
と
定
め
て
」
お
り
、
さ
ら
に
全
国
郷
土
藝
能
大
会

が
昭
和
二
六
年
か
ら
文
化
財
保
護
委
員
会
が
出
演
芸
能
に
つ
い
て
の

記
録
を
作
成
す
る
場
と
し
て
機
能
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
具
体
的
な

保
護
活
動
も
す
で
に
こ
の
頃
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
表
し
て
い

る
。」
と
指
摘
す
る
〔
俵
木 

二
〇
一
八
：
22
〕。
昭
和
二
七
年
か
ら
昭

和
二
九
年
三
月
ま
で
計
一
一
三
件
が
選
定
さ
れ
た
が
、
同
年
四
月
の

文
化
財
保
護
法
改
正
に
伴
い
、
こ
の
選
定
は
白
紙
に
戻
さ
れ
た
。
チ

ャ
ッ
キ
ラ
コ
も
他
の
芸
能
と
同
様
に
選
定
を
解
除
さ
れ
て
い
る
。

　

ち
ゃ
っ
き
ら
こ
保
存
会
が
設
立
し
た
の
は
昭
和
三
九
年
（
一
九
六

四
）
の
こ
と
で
あ
る
。
全
国
に
お
け
る
保
存
会
設
立
の
歴
史
的
経
緯

は
や
は
り
文
化
財
保
護
行
政
と
関
わ
り
が
深
い
。
民
俗
芸
能
の
文
化

財
指
定
が
全
国
の
地
方
自
治
体
に
お
い
て
進
め
ら
れ
る
の
は
一
九
六

〇
年
前
後
で
〔
俵
木 

二
〇
一
八
：
45
〕、
そ
の
契
機
と
な
っ
た
の
は

全
国
文
化
行
政
担
当
者
会
議
に
お
い
て
示
さ
れ
た
『
都
道
府
県
に
お

け
る
民
俗
芸
能
指
定
等
の
参
考
草
案
』
で
あ
る
。
俵
木
は
こ
の
草
案

の
「
保
持
者
の
認
定
基
準
取
扱
要
領
の
精
神
」
と
い
う
項
目
に
着
目

し
、
認
定
手
続
き
の
規
定
に
則
っ
た
、
演
者
が
多
数
で
あ
れ
ば
保
存

会
を
組
織
し
て
、
保
持
者
（
代
表
者
）
の
代
表
を
認
定
す
る
「
保
存

会
方
式
」
を
自
治
体
に
紹
介
し
て
い
る
こ
と
に
言
及
し
て
い
る
〔
俵

木　

二
〇
一
八
：
102
〕。

　

折
し
も
昭
和
三
〇
年
代
は
チ
ャ
ッ
キ
ラ
コ
が
存
亡
の
危
機
に
見
舞

わ
れ
た
時
期
で
も
あ
っ
た
。
地
元
に
お
け
る
チ
ャ
ッ
キ
ラ
コ
へ
の
関

心
の
低
さ
な
ど
を
背
景
と
し
て
あ
げ
て
お
り
、
林
康
範
は
ち
ゃ
っ
き

ら
こ
保
存
会
設
立
時
の
活
動
は
「
一
、
継
承
者
の
確
保　

二
、
市
民

啓
発　

三
、
県
指
定
文
化
財
へ
の
働
き
か
け
」
の
三
点
が
中
心
で
あ

っ
た
と
述
べ
て
い
る
〔
林 

一
九
八
八
：
９
〕。
国
の
文
化
財
行
政
か

ら
注
目
さ
れ
、
県
内
で
は
も
っ
と
も
早
く
国
の
「
助
成
等
の
措
置
を

講
ず
べ
き
無
形
文
化
財
」と
し
て
選
定
さ
れ
る
も
の
の
、
解
除
さ
れ
、
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自
ら
文
化
財
指
定
を
働
き
か
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
態
と
な
っ
て

い
た
の
で
あ
る
。

　

保
存
会
を
組
織
し
た
翌
四
〇
年
（
一
九
六
五
）、
チ
ャ
ッ
キ
ラ
コ
は

神
奈
川
県
の
無
形
民
俗
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
も

チ
ャ
ッ
キ
ラ
コ
の
県
指
定
は
保
存
会
方
式
に
準
拠
し
た
も
の
と
考
え

る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
し
て
、
昭
和
四
五
年
に
記
録
作
成
等
の
措

置
を
講
ず
べ
き
無
形
文
化
財
に
選
定
さ
れ
、
チ
ャ
ッ
キ
ラ
コ
は
再
び

文
化
財
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
昭
和
五
〇
年
の
文
化
財
保
護
法

の
改
正
を
も
っ
て
記
録
作
成
等
を
講
ず
べ
き
無
形
の
民
俗
文
化
財
と

な
り
、翌
年
国
の
無
形
民
俗
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
、

文
化
財
と
し
て
の
チ
ャ
ッ
キ
ラ
コ
は
国
の
施
策
に
翻
弄
さ
れ
た
歴
史

を
持
つ
こ
と
を
理
解
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

３　

山
北
の
お
峯
入
り
の
公
開
と
文
化
財
指
定
へ
の
動
き

　

山
北
の
お
峯
入
り
が
不
定
期
に
実
施
さ
れ
る
こ
と
は
先
の
章
で
述

べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
三
六
年
ぶ
り
に
実
施
さ
れ
た
昭
和
九
年
（
一

九
三
四
）、
当
時
を
知
る
大
野
君
麿
に
よ
れ
ば
「
村
人
内
、
八
十
有
余

人
の
演
技
者
の
内
（
明
治
三
十
一
年
）
当
時
の
生
存
者
は
わ
ず
か
二

名
」
の
み
で
あ
り
、「
お
峯
入
り
伝
承
も
「
風
前
の
と
も
し
び
」
の
よ

う
な
状
況
」
で
あ
っ
た
と
述
懐
し
て
い
る
〔
大
野 

一
九
八
一
：
７
〕。

そ
れ
ま
で
お
よ
そ
一
五
年
前
後
で
開
催
さ
れ
て
い
た
お
峯
入
り
が
次

の
実
施
ま
で
倍
以
上
の
年
月
を
有
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
久
保
田
は

相
次
ぐ
災
害
に
よ
る
離
村
者
の
増
加
と
、
そ
れ
に
伴
う
各
集
落
で
の

講
の
廃
止
や
祠
堂
の
流
出
に
よ
っ
て
信
仰
が
希
薄
し
た
こ
と
を
指
摘

す
る〔
久
保
田 

二
〇
一
七
〕。
関
東
大
震
災
と
い
う
大
災
害
を
挟
み
、

お
峯
入
り
伝
承
者
の
「
生
存
者
は
わ
ず
か
二
名
」
と
い
う
状
況
の
中
、

大
野
は
「
こ
の
実
施
に
つ
い
て
は
南
北
朝
時
代
の
歴
史
研
究
家
橋
本

徳
太
郎
先
生
の
多
大
な
ご
指
導
が
あ
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
〔
大
野 

一
九
八
一
：
７
〕。
山
崎
荘
司
は
「
当
時
の
鷹
司
公
爵
を
始
め
朝
野
の

名
士
多
数
が
河
村
城
跡
記
念
碑
等
の
除
幕
式
に
来
村
さ
れ
る
と
い
う

こ
と
で
」、
昭
和
九
年
の
お
峯
入
り
が
実
施
し
た
と
そ
の
理
由
を
明
確

に
述
べ
て
お
り
〔
山
崎 

一
九
八
一
：
８
〕、
久
保
田
も
、「
中
世
の
河

村
城
が
旧
皆
瀬
川
村
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
説
が
出
て
、

こ
の
地
域
が
脚
光
を
あ
び
て
い
た
時
代
で
も
あ
っ
た
」
と
い
い
、
地
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域
全
体
の
文
化
に
対
す
る
機
運
の
高
ま
り
が
三
六
年
ぶ
り
の
実
施
を

促
し
た
と
推
測
し
て
い
る
〔
久
保
田 

二
〇
一
八
：
37-

38
〕。
逆
に
い

え
ば
お
峯
入
り
そ
の
も
の
へ
の
世
間
か
ら
の
注
目
は
、
こ
の
時
点
で

は
そ
れ
ほ
ど
高
く
な
か
っ
た
と
も
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
昭
和
九
年

の
開
催
は
お
峯
入
り
の
そ
の
後
の
継
承
に
多
大
な
影
響
を
も
た
ら
し

た
。
翌
昭
和
一
〇
年
は
「
鎌
倉
宮
司
座
田
司
の
強
い
要
請
に
よ
り
」

〔
大
野 

一
九
八
一
：
７
〕
紀
元
二
六
〇
〇
年
記
念
の
公
演
を
鶴
岡
八

幡
宮
に
て
実
施
し
た
。
こ
れ
は
、
山
北
の
お
峯
入
り
に
と
っ
て
地
域

を
離
れ
た
初
め
て
の
公
演
で
あ
る
。

　

第
二
次
世
界
大
戦
を
経
て
次
に
実
施
し
た
の
が
昭
和
二
五
年
（
一

九
五
〇
）
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
翌
二
六
年
、
昭
和
二
八
年
と

立
て
続
け
に
実
施
が
続
い
た
。
昭
和
二
五
年
の
実
施
に
つ
い
て
、
山

崎
荘
治
は
「
昭
和
十
年
に
公
演
し
て
十
五
年
経
過
し
、
し
か
も
戦
争

と
い
う
大
き
な
空
白
が
あ
っ
た
の
で
、
こ
の
ま
ま
お
く
と
共
和
が
他

に
誇
れ
る
「
お
峯
入
り
」
の
保
存
が
難
し
い
の
で
は
な
か
ら
う
か
と

神
明
社
の
氏
子
総
代
村
議
会
等
と
計
っ
て
そ
の
年
十
月
十
六
日
実
施

と
な
り
ま
し
た
」
と
の
理
由
を
挙
げ
て
い
る
〔
山
崎　

一
九
八
一
：

８
〕。三
六
年
空
い
た
昭
和
九
年
の
実
施
の
際
の「
風
前
の
と
も
し
び
」

が
影
響
を
与
え
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
当
時
の
回
顧
と
し
て
大

野
も
山
崎
も
残
り
二
人
に
な
っ
た
伝
承
者
の
努
力
を
間
近
で
見
て
お

り
、
十
数
年
の
期
間
が
空
く
こ
と
は
継
承
が
極
め
て
困
難
に
な
る
こ

と
を
実
感
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、演
者
と
し
て
昭
和
九
年
、

十
年
に
出
演
し
て
い
る
山
崎
が
昭
和
二
二
年
（
一
九
四
七
）
に
共
和

村
村
長
に
就
任
し
た
こ
と
も
村
人
を
お
峯
入
り
実
施
へ
と
動
か
す
原

動
力
に
な
っ
た
と
推
察
す
る
。

　

昭
和
二
六
年
は
「
お
さ
ら
い
の
意
味
で
」〔
山
崎 

一
九
八
一
：
９
〕

実
施
し
、
昭
和
二
八
年
一
一
月
七
日
は
山
北
高
校
グ
ラ
ン
ド
で
臨
時

の
公
演
を
行
っ
た
。
当
時
の
内
山
岩
太
郎
神
奈
川
県
知
事
夫
妻
の
ほ

か
、
本
田
安
次
、
永
田
衡
吉
ら
研
究
者
が
出
席
し
て
い
る
。
本
田
は

「
県
か
ら
御
案
内
い
た
だ
い
て
」
見
学
に
訪
れ
た
と
い
う
〔
本
田 

一

九
七
五
：
２
〕。
昭
和
九
年
の
よ
う
に
河
村
城
跡
記
念
碑
等
の
除
幕
式

に
お
け
る
記
念
公
演
と
は
異
な
り
、
山
北
の
お
峯
入
り
の
見
学
を
目

的
と
し
た
臨
時
公
演
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
同
年
一
二
月
、
相
模
人

形
芝
居
と
共
に
県
内
で
初
め
て
の
県
無
形
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
。
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当
時
の
神
奈
川
県
文
化
財
専
門
委
員
の
一
人
が
永
田
衡
吉
で
あ
る
。

永
田
は
昭
和
二
六
年
に
委
員
を
委
嘱
さ
れ
た
。
永
田
は
大
正
期
に
坪

内
逍
遥
の
紹
介
で
鹿
島
踊
に
関
心
を
寄
せ
（
５
）、
前
章
で
述
べ
た
通
り

昭
和
六
年
の
「
郷
土
舞
踊
と
民
謡
の
会
」
に
て
チ
ャ
ッ
キ
ラ
コ
を
初

め
て
見
物
す
る
。「
昭
和
初
期
に
は
大
山
神
楽
を
知
り
、
鳥
谷
・
驚
の

獅
子
舞
も
旧
知
で
あ
っ
た
」
こ
と
か
ら
も
委
員
委
嘱
さ
れ
た
と
考
え

ら
れ
る
〔
永
田 

一
九
六
八
：
序
〕。
た
だ
、
こ
の
時
点
で
永
田
が
山

北
の
お
峯
入
り
に
つ
い
て
ど
れ
ほ
ど
の
関
心
を
も
っ
て
い
た
か
は
わ

か
ら
な
い
。
永
田
が
初
め
て
お
峯
入
り
調
査
に
入
る
の
は
昭
和
二
八

年
八
月
の
こ
と
で
あ
る
。
調
査
に
同
行
し
た
川
口
謙
二
は
、「
永
田
先

生
は
村
で
集
め
ら
れ
た
古
文
書
や
、
山
崎
村
長
な
ど
か
ら
「
お
峯
入

り
」
の
話
を
聞
き
、
ノ
ー
ト
を
取
ら
れ
て
い
た
。」
と
回
顧
す
る
〔
川

口 

一
九
八
一
：
９
〕。
そ
し
て
、「
永
田
先
生
は
山
崎
村
長
さ
ん
に「
是

非
近
々
、
お
峯
入
の
実
際
を
み
せ
て
欲
し
い
」
と
、
繰
返
さ
れ
た
」

と
い
い
、「
こ
れ
が
、
そ
の
年
の
十
一
月
七
日
、
県
立
山
北
高
等
学
校

の
校
庭
で
、
上
演
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
も
と
に
な
る
。」
と
述
べ
て

い
る
〔
同
：
10
〕。
前
々
年
、
前
年
と
二
年
続
け
て
実
施
し
、
そ
の
上

で
臨
時
公
演
を
行
っ
た
の
は
こ
う
し
た
経
緯
か
ら
で
あ
っ
た
。
昭
和

二
八
年
の
臨
時
公
演
は
い
わ
ば
文
化
財
指
定
を
視
野
に
入
れ
た
永
田

に
よ
っ
て
推
し
進
め
ら
れ
た
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、

本
田
を
招
待
し
た
の
は
チ
ャ
ッ
キ
ラ
コ
と
同
様
に
「
助
成
等
の
措
置

を
講
ず
べ
き
無
形
文
化
財
」
へ
の
推
薦
を
期
待
し
た
も
の
だ
っ
た
の

だ
ろ
う
。
し
か
し
、
四
ヶ
月
後
に
は
法
改
正
に
よ
り
解
除
さ
れ
る
運

命
に
あ
っ
た
こ
と
か
ら
国
へ
の
手
続
き
は
踏
ま
な
か
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。

　

ち
ゃ
っ
き
ら
こ
保
存
会
と
同
年
の
昭
和
三
九
年
、
お
峯
入
り
保
存

会
が
設
立
す
る
。
昭
和
四
八
年
（
一
九
七
三
）
に
記
録
作
成
等
の
措

置
を
講
ず
べ
き
無
形
文
化
財
に
選
定
さ
れ
、
法
改
正
を
も
っ
て
神
奈

川
県
指
定
無
形
文
化
財
か
ら
神
奈
川
県
指
定
無
形
民
俗
文
化
財
に
、

そ
し
て
昭
和
五
六
年
（
一
九
八
一
）
に
国
の
無
形
民
俗
文
化
財
に
指

定
さ
れ
た
。

　
「
山
北
の
お
峯
入
り
」
の
名
称
は
神
奈
川
県
無
形
文
化
財
時
代
か

ら
の
指
定
名
称
で
あ
る
。
永
田
は
「
名
義
考
」
と
し
て
「
お
峯
入
り
」

と
い
う
名
称
の
考
察
を
行
っ
て
い
る
。「
お
峯
入
り
」
と
は
修
験
道
儀
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礼
を
想
起
さ
せ
、
永
田
は
「（
お
峯
入
り
の
―
筆
者
注
）
基
本
理
念
は

修
験
道
・
陰
陽
道
の
儀
軌
に
発
し
、
そ
の
儀
礼
化
・
芸
能
化
に
他
な

ら
な
い
」
と
断
言
し
て
い
る
〔
永
田 

一
九
八
七
：
407
〕。
し
か
し
近

年
、
修
験
道
儀
礼
を
中
心
に
据
え
る
こ
と
へ
の
疑
義
が
呈
さ
れ
て
い

る
〔
久
保
田 

二
〇
一
七
、
二
〇
一
八
〕。
久
保
田
は
旧
皆
瀬
川
村
全

域
で
の
信
仰
的
要
素
か
ら
も
、
高
杉
神
明
社
の
祭
礼
か
ら
も
「
な
か

な
か
山
岳
信
仰
の
要
素
を
み
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。」
と
い
う

〔
久
保
田 

二
〇
一
八
：
39
〕。
幾
度
と
な
く
こ
の
地
域
を
襲
っ
た
大

規
模
災
害
が
信
仰
の
要
素
が
見
当
た
ら
な
い
要
因
の
一
つ
と
も
指
摘

す
る
が
、
久
保
田
は
山
北
の
お
峯
入
り
を
「
基
本
的
に
は
練
り
風
流

と
し
て
の
道
行
と
、高
杉
神
明
社
に
お
け
る
風
流
芸
能
の
奉
納
行
事
」

と
位
置
づ
け
て
い
る
〔
久
保
田 

二
〇
一
八
：
40
〕。
大
正
期
は
「
お

ね
り
」
と
称
し
て
い
た
こ
と
は
永
田
も
指
摘
し
て
い
る
〔
永
田　

一

九
八
七
：
390
〕。
ま
た
、
昭
和
二
五
年
、
三
九
年
の
『
岳
陽
新
聞
』
に

お
け
る
お
峯
入
り
の
開
催
を
伝
え
る
記
事
で
は
「
お
峯
入
」
を
「
お

ね
り
」
と
カ
ナ
を
振
っ
て
い
る
。
い
つ
ご
ろ
ま
で
「
お
ね
り
」
と
称

し
て
い
た
か
明
確
で
は
な
い
が
、
指
定
名
称
の
「
お
峯
入
り
」
が
芸

能
そ
の
も
の
の
意
味
付
け
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
し
ま
っ
て
い
る

と
考
え
る
。
永
田
は
、
演
目
の
一
つ
「
五
色
歌
」
は
「
周
防
・
近
江
・

志
摩
・
四
国
各
地
の
類
歌
が
多
い
。
中
世
風
流
歌
の
歌
格
を
継
承
し

て
い
る
」〔
永
田 

一
九
八
七
：
414
〕
と
も
述
べ
て
お
り
、
中
部
地
方

以
西
の
他
の
風
流
芸
能
と
の
関
わ
り
を
改
め
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

　
４　

お
わ
り
に
か
え
て

　

現
地
で
定
め
ら
れ
た
時
と
場
以
外
に
お
け
る
公
開
と
文
化
財
行
政

と
の
関
わ
り
は
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
と
お
り
で
あ
る
が
、
現
在
に

お
い
て
も
現
地
を
離
れ
て
民
俗
芸
能
大
会
な
ど
に
出
演
す
る
機
会
は

多
い
。
例
え
ば
チ
ャ
ッ
キ
ラ
コ
は
昭
和
三
九
年
（
一
九
六
四
）
か
ら

始
ま
っ
た
神
奈
川
県
民
俗
芸
能
大
会
に
昭
和
四
一
年
、昭
和
四
七
年
、

昭
和
五
〇
年
、
昭
和
五
四
年
と
昭
和
期
だ
け
で
も
五
回
出
演
し
て
お

り
、
関
東
ブ
ロ
ッ
ク
民
俗
芸
能
大
会
に
も
昭
和
六
〇
年（
一
九
八
五
）

に
参
加
し
て
い
る
。
こ
の
他
に
も
神
奈
川
県
内
の
市
町
村
で
開
催
さ

れ
る
民
俗
芸
能
大
会
や
、
最
も
近
年
で
は
令
和
四
年
（
二
〇
二
二
）

に
全
国
民
俗
芸
能
大
会
、
令
和
五
年
に
国
立
劇
場
主
催
の
民
俗
芸
能
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公
演
に
も
出
演
し
て
い
る
。
山
北
の
お
峯
入
り
は
県
無
形
文
化
財
に

指
定
さ
れ
る
契
機
と
な
っ
た
臨
時
公
演
以
降
、
昭
和
三
七
年
に
関
東

ブ
ロ
ッ
ク
民
俗
芸
能
大
会
に
、
昭
和
五
〇
年
に
は
神
奈
川
県
民
ホ
ー

ル
こ
け
ら
落
と
し
公
演
に
出
演
し
た
。
近
年
だ
と
平
成
二
九
年
（
二

〇
一
七
）
に
か
な
が
わ
民
俗
芸
能
祭
に
修
行
踊
り
の
み
で
あ
る
が
出

演
し
て
い
る
。

　

当
初
の
現
地
以
外
で
の
公
開
は
、
研
究
者
へ
の
認
知
を
目
的
と
し

た
も
の
や
文
化
財
行
政
と
の
絡
み
の
上
で
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
も

の
で
あ
っ
た
が
、
昭
和
四
〇
年
代
以
降
の
民
俗
芸
能
大
会
な
ど
の
公

開
は
、
世
間
一
般
へ
の
認
知
、
関
心
の
周
知
が
大
き
な
目
的
に
な
っ

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
現
地
以
外
で
の
公
開
は
大
変
な
労
力
を
伴

う
。
山
北
の
お
峯
入
り
が
チ
ャ
ッ
キ
ラ
コ
に
比
べ
て
外
部
へ
の
出
演

が
少
な
い
の
は
、
演
者
の
人
数
や
衣
装
、
採
物
の
多
さ
も
関
係
し
て

い
る
だ
ろ
う
。
か
つ
て
ち
ゃ
っ
き
ら
こ
保
存
会
か
ら
「
舞
台
出
演
は

子
ど
も
た
ち
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
上
げ
る
こ
と
に
な
る
」
と
伺
っ

た
こ
と
が
あ
る
。公
開
す
る
こ
と
の
デ
メ
リ
ッ
ト
も
多
分
に
あ
る
が
、

継
承
を
考
え
る
上
で
は
大
い
に
外
部
公
演
を
利
用
し
て
い
た
だ
き
た

い
と
願
っ
て
い
る
。

　

最
後
に
ユ
ネ
ス
コ
無
形
文
化
遺
産
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。

　

ユ
ネ
ス
コ
無
形
文
化
遺
産
は
平
成
一
五
年
（
二
〇
〇
三
）
に
「
無

形
文
化
遺
産
の
保
護
に
関
す
る
条
約
」
が
採
択
さ
れ
、
平
成
二
〇
年

（
二
〇
〇
八
）
か
ら
代
表
一
覧
表
へ
の
記
載
が
始
ま
る
。
そ
の
際
、

日
本
か
ら
の
提
案
は
「
分
野
ご
と
に
満
遍
な
く
、
か
つ
指
定
が
古
い

順
か
ら
提
案
す
る
と
い
う
の
が
原
則
」に
あ
っ
た〔
今
石 

二
〇
一
七
：

７
〕。
国
指
定
の
順
序
は
価
値
と
は
関
係
が
な
い
こ
と
は
こ
れ
ま
で

述
べ
て
き
た
と
お
り
で
あ
る
。
ま
た
、
ユ
ネ
ス
コ
無
形
文
化
遺
産
の

原
理
原
則
は
価
値
付
け
を
し
な
い
こ
と
に
あ
る
。代
表
一
覧
表
は「
無

形
文
化
遺
産
に
よ
っ
て
文
化
の
多
様
性
を
示
し
、
そ
の
重
要
性
へ
の

認
識
を
喚
起
す
る
た
め
に
創
ら
れ
る
リ
ス
ト
」〔
今
石 

二
〇
一
七
：

４
〕
で
あ
り
「
登
録
」
で
は
な
く
「
記
載
」
と
い
う
表
現
が
適
切
で

あ
る
。
そ
の
た
め
、
す
で
に
国
指
定
と
な
っ
て
お
り
手
続
き
の
た
め

の
資
料
の
準
備
が
で
き
て
い
る
順
で
提
案
を
し
て
い
っ
た
た
め
、
チ

ャ
ッ
キ
ラ
コ
は
平
成
二
一
年
（
二
〇
〇
九
）
に
代
表
一
覧
表
へ
記
載

さ
れ
た
。
一
つ
一
つ
順
番
に
提
案
し
て
い
く
形
が
崩
れ
た
の
が
平
成
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二
三
年
の
こ
と
で
あ
る
。
提
案
数
の
上
限
を
設
け
よ
う
と
す
る
議
論

が
こ
の
年
の
ユ
ネ
ス
コ
会
議
で
行
わ
れ
、
平
成
二
五
年
か
ら
審
査
上

限
が
五
〇
件
と
制
限
を
か
け
ら
れ
た
。
そ
し
て
日
本
の
方
針
は
単
一

で
の
提
案
か
ら
グ
ル
ー
ピ
ン
グ
方
式
と
な
り
、
す
で
に
記
載
さ
れ
て

い
る
単
一
の
無
形
文
化
遺
産
に
「
拡
張
提
案
」
す
る
形
と
な
っ
た
。

結
局
チ
ャ
ッ
キ
ラ
コ
は
再
び
国
の
政
策
に
翻
弄
さ
れ
る
こ
と
に
な
る

の
だ
が
、
令
和
四
年
（
二
〇
二
二
）
に
チ
ャ
ッ
キ
ラ
コ
へ
拡
張
記
載

す
る
提
案
が
採
択
さ
れ
て
、
チ
ャ
ッ
キ
ラ
コ
も
山
北
の
お
峯
入
り
も

「
風
流
踊
」
と
し
て
改
め
て
ユ
ネ
ス
コ
無
形
文
化
遺
産
の
代
表
一
覧

表
に
記
載
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

繰
り
返
し
に
な
る
が
、
ユ
ネ
ス
コ
無
形
文
化
遺
産
の
理
念
は
価
値

づ
け
し
な
い
こ
と
、
そ
し
て
、
文
化
の
多
様
性
を
示
し
、
そ
の
重
要

性
へ
の
認
識
を
喚
起
す
る
こ
と
で
あ
る
。
昭
和
三
九
年
（
一
九
六
四
）

に
ち
ゃ
っ
き
ら
こ
保
存
会
が
で
き
た
際
に
掲
げ
た
活
動
の
一
つ
に

「
市
民
啓
発
」
が
あ
る
よ
う
に
、
当
時
か
ら
世
間
へ
の
認
識
の
喚
起

は
課
題
と
さ
れ
て
い
た
。
チ
ャ
ッ
キ
ラ
コ
も
山
北
の
お
峯
入
り
も
保

存
会
発
足
か
ら
六
〇
年
近
く
が
経
と
う
と
し
て
い
る
。
そ
の
間
に
大

き
く
社
会
情
勢
も
代
わ
り
、
数
年
間
中
断
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
も
経
験
し
た
。
今
後
も
次
世

代
へ
継
承
す
る
に
あ
た
り
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
は
起
こ
る
だ
ろ
う
。
本

稿
で
は
文
化
財
行
政
を
中
心
に
据
え
て
論
じ
て
き
た
が
、
そ
の
経
緯

を
み
る
と
現
地
の
方
々
、
行
政
、
研
究
者
い
ず
れ
も
が
継
承
と
い
う

課
題
に
真
剣
に
取
り
組
ん
で
き
た
こ
と
が
わ
か
る
。
社
会
変
動
の
大

き
な
今
こ
そ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
を
活
か
し
、
時
に
は
議
論
し
、
時

に
は
連
携
し
な
が
ら
、
継
承
へ
の
課
題
を
共
に
考
え
て
い
く
べ
き
で

あ
ろ
う
。
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註　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
１
）�
藤
原
資
盈
の
亡
骸
は
海
に
沈
め
、
祠
を
花
暮
に
建
立
し
た
。
こ
の
祠

の
あ
っ
た
地
が
本
宮
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

（
２
）�

鹿
枝
踊
り
は
古
宿
が
、
ま
た
、
四
節
踊
り
も
古
宿
や
深
沢
が
担
当
し

て
い
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
ま
た
、
松
岡
敬
介
の
報
告
に
よ
る
と
、
平

成
一
九
年
（
二
〇
〇
七
）
に
は
市
間
集
落
で
合
宿
生
活
を
送
る
Ｎ
Ｐ

Ｏ
団
体
の
青
年
た
ち
が
棒
踊
り
に
参
加
し
た
。
旧
共
和
村
地
区
出
身

者
で
は
な
い
者
が
参
加
す
る
の
は
こ
の
と
き
が
初
め
て
の
こ
と
で
あ

る
と
い
う
〔
松
岡 

二
〇
〇
八
〕

（
３
）�

伊
藤
純
は
、
本
田
安
次
の
記
し
た
第
九
回
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
論
考
の

中
で
示
し
、
本
田
が
国
の
文
化
財
保
護
委
員
会
の
委
員
と
し
て
の
立

場
か
ら
公
文
書
で
も
用
い
る
「
民
俗
芸
能
」
と
い
う
呼
び
方
と
一
致

さ
せ
る
た
め
だ
と
指
摘
し
て
い
る
〔
伊
藤 
二
〇
二
二
〕

（
４
）�

水
干
姿
は
三
崎
警
察
署
新
築
落
成
記
念
時
に
揃
い
の
衣
装
と
し
て
製

作
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
内
海
延
吉
は
自
著
に
お
い
て
水
干
と
な
っ

た
理
由
と
元
は
正
月
の
晴
れ
着
で
あ
っ
た
こ
と
を
幾
度
も
伝
え
て
い

る
。
永
田
衡
吉
も
「
チ
ャ
ッ
キ
ラ
コ
の
衣
装
」
の
中
で
、「
チ
ャ
ッ
キ

ラ
コ
は
庶
民
の
少
女
た
ち
の
風
流
踊
で
、
神
社
に
専
属
す
る
巫
女
の

踊
で
は
な
い
、
従
っ
て
、
白
拍
子
姿
は
間
違
っ
て
い
る
」
と
述
べ
、

さ
ら
に
現
地
調
査
で
明
治
初
期
に
は
平
服
の
晴
れ
着
で
あ
っ
た
こ
と

か
ら
も
衣
装
の
復
元
の
必
要
性
を
論
じ
て
い
る
。
原
初
形
態
を
追
い

求
め
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
な
い
こ
と
は
永
田
の
言
葉
か
ら
も
明

ら
か
で
あ
ろ
う
。
ま
た
永
田
は
、
す
で
に
水
干
姿
と
な
っ
て
半
世
紀

近
く
経
ち
出
演
者
、
市
民
に
馴
染
み
深
い
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

県
教
委
の
判
断
で
平
服
の
晴
れ
着
と
水
干
姿
の
二
重
衣
装
と
な
っ
て

い
る
状
況
を
述
べ
た
上
で「
こ
の
県
教
委
の
姿
勢
は
正
し
い
」と
い
う
。

「
専
門
学
徒
の
学
説
の
み
に
依
拠
し
て
市
民
感
情
を
無
視
し
て
は
な
ら

な
い
。
そ
の
一
方
で
、
い
つ
の
日
か
、
市
民
が
明
治
衣
装
へ
の
復
元

を
希
望
す
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。
芸
能
行
政
の
む
づ
か
し
さ
を
泌
々

と
思
わ
せ
る
ケ
ー
ス
で
あ
る
。」と
、自
身
の
考
え
を
述
べ
て
い
る
。〔
永

田 

一
九
八
〇
〕

（
５
）�

永
田
衡
吉
と
鹿
島
踊
と
の
出
会
い
は
坪
内
逍
遥
が
関
与
し
て
い
る
。

詳
細
は
舘
野
太
朗
「
永
田
衡
吉
と
鹿
島
踊
」〔
舘
野 

二
〇
二
二
〕
を

ご
参
照
い
た
だ
き
た
い
。

伊
藤
純　

二
〇
二
二
「
雑
誌
『
民
俗
芸
能
』
一
〇
〇
号
の
軌
跡
」
本
青
年
館

公
益
事
業
部
編
『
民
俗
芸
能
』
100
号　

民
俗
芸
能
刊
行
委
員
会

今
石
み
ぎ
わ　

二
〇
一
七
「
ユ
ネ
ス
コ
無
形
文
化
遺
産
と
そ
の
制
度
」
東
京

文
化
財
研
究
所
無
形
文
化
遺
産
部
編
『
第
12
回
無
形
民
俗
文
化
財
研
究
協
議

会
報
告
書　

無
形
文
化
遺
産
へ
の
道
：
ユ
ネ
ス
コ
無
形
文
化
遺
産
条
約
と
地

域
の
遺
産
』
東
京
文
化
財
研
究
所
無
形
文
化
遺
産
部

内
海
延
吉　

一
九
六
〇
『
海
鳥
の
な
げ
き
：
漁
と
魚
の
風
土
記
』
い
さ
な
書

房
〔
内
海
延
吉　

一
九
五
三
『
ち
ゃ
っ
き
ら
こ
』
三
崎
町
教
育
委
員
会　

復

刻
版
〕

内
海
延
吉　

一
九
七
五
『
三
崎
郷
土
史
考
』
名
著
出
版
〔
内
海
延
吉
編　
一

九
五
四
『
三
崎
郷
土
史
考
』
三
崎
郷
土
史
考
刊
行
後
援
会　

復
刻
版
〕

内
海
延
吉
一
九
九
〇
『
ち
ゃ
っ
き
ら
こ
風
土
記
：
漁
師
町
の
民
俗
ノ
ー
ト
』

三
浦
市
教
育
委
員
会
〔
内
海
延
吉　

一
九
六
七
『
ち
ゃ
っ
き
ら
こ
風
土
記
』

チ
ャ
ッ
キ
ラ
コ
保
存
会　

復
刻
版
〕

大
石
泰
夫　

二
〇
二
三
「
概
説
」
大
石
泰
夫
編
『
47
都
道
府
県
・
民
俗
芸
能

百
科
』
丸
善
出
版

大
野
君
麿　

一
九
八
一
「
国
指
定
重
要
無
形
民
俗
文
化
財　

山
北
の
お
峯
入

り
」『
か
な
が
わ
の
民
俗
芸
能
』
33
号　

神
奈
川
県
民
俗
芸
能
保
存
協
会

お
峯
入
り
保
存
会
編　

二
〇
〇
八
『
国
指
定
無
形
民
俗
文
化
財　

山
北
の
お

峯
入
り
』
お
峯
入
り
保
存
会
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加
藤
山
寿　

一
九
六
七
『
校
訂　

三
浦
古
尋
録
』
校
訂
三
浦
古
尋
録
刊
行
会

川
口
謙
二　

一
九
八
一
「「
お
峯
入
り
」
の
共
和
を
訪
ね
て
の
思
い
出
」『
か

な
が
わ
の
民
俗
芸
能
』
33
号　

神
奈
川
県
民
俗
芸
能
保
存
協
会

久
保
田
裕
通　

二
〇
〇
二
「
旧
皆
瀬
川
村
の
民
俗
と
お
峯
入
り
」
山
北
地
方

史
研
究
会
編
『
足
柄
乃
文
化
』
29
号　

山
北
町
地
方
史
研
究
会

久
保
田
裕
通　

二
〇
一
八
「
山
北
の
「
お
峯
入
り
」
考
」
日
本
山
岳
修
験
学

会
編
『
山
岳
修
験
』
62
号　

日
本
山
岳
修
験
学
会

小
島
瓔
禮　

二
〇
一
五
「
チ
ャ
ッ
キ
ラ
コ
の
成
立
：
祝
い
唄
ハ
ツ
セ
の
系
統

か
ら
」『
民
俗
』
第
二
三
二
・
二
三
三　

相
模
民
俗
学
会

小
村
三
千
三　

一
九
七
二
「
三
崎
俚
謡
随
想
」『
郷
土
の
研
究
』
四　

三
浦

半
島
郷
土
教
育
研
究
会

笹
原
亮
二　

一
九
九
〇
「
奇
妙
な
舞
台
・
微
妙
な
舞
台
―
民
俗
芸
能
大
会
と

民
俗
芸
能
研
究
者
」『
民
俗
芸
能
研
究
』
第
12
号　

民
俗
芸
能
学
会

笹
原
亮
二　

一
九
九
二
「
芸
能
を
巡
る
も
う
ひ
と
つ
の
「
近
代
」
―
郷
土
舞

踊
と
民
謡
の
会
の
時
代
」『
藝
能
史
研
究
』
119
号　

藝
能
史
研
究
会

髙
久
舞　

二
〇
一
七
『
芸
能
伝
承
論
：
伝
統
芸
能
・
民
俗
芸
能
に
お
け
る
演

者
と
系
譜
』
岩
田
書
院

髙
久
舞　

二
〇
二
二
「
チ
ャ
ッ
キ
ラ
コ
」
日
本
青
年
館
公
益
事
業
部
編
『
民

俗
芸
能
』
100
号　

民
俗
芸
能
刊
行
委
員
会

舘
野
太
朗　

二
〇
一
九
「
民
俗
藝
能
の
大
正
―
民
衆
藝
術
・
ペ
ー
ジ
ェ
ン
ト
・

郷
土
舞
踊
」『
都
市
民
俗
研
究
』
24
号　

都
市
民
俗
研
究
会

舘
野
太
朗　

二
〇
二
二
「
永
田
衡
吉
と
鹿
島
踊
」『
か
な
が
わ
の
鹿
島
踊
〔
吉

浜
の
鹿
島
踊
〕』
神
奈
川
県
教
育
委
員
会

田
辺
悟
編
著　

二
〇
〇
九
『
三
浦
三
崎
の
チ
ャ
ッ
キ
ラ
コ
』
三
浦
市
教
育
委

員
会

永
田
衡
吉　

一
九
八
〇
「
チ
ャ
ッ
キ
ラ
コ
の
衣
装
（
民
俗
芸
能
回
想
記

(14)
）」『
か
な
が
わ
の
民
俗
芸
能
』
31
号　

神
奈
川
県
民
俗
芸
能
保
存
協
会

永
田
衡
吉　

一
九
八
七
『
神
奈
川
県
民
俗
芸
能
誌　

増
補
改
訂
版
』
錦
正
社

（
第
一
刷
『
神
奈
川
県
民
俗
芸
能
誌
』
一
九
六
八
年
の
改
訂
版
）

林
靖
範　

一
九
八
八
「
チ
ャ
ッ
キ
ラ
コ
」『
か
な
が
わ
の
民
俗
芸
能
』
48
号

　

神
奈
川
県
民
俗
芸
能
保
存
協
会

本
田
安
次　

一
九
六
〇
『
図
録　

日
本
の
民
俗
芸
能
』
朝
日
新
聞
社

本
田
安
次　

一
九
七
五
「
お
峰
入
り
の
思
い
出
」『
か
な
が
わ
の
民
俗
芸
能
』

15
号　

神
奈
川
県
民
俗
芸
能
保
存
協
会

本
田
安
次　

一
九
九
六
『
本
田
安
次
著
作
集　

日
本
の
傳
統
藝
能　

第
十
巻

　

風
流
Ⅰ
』

本
田
安
次　

一
九
七
六
「「
チ
ャ
ッ
キ
ラ
コ
」
の
こ
と
」『
か
な
が
わ
の
民
俗

芸
能
』
19
号
（
一
九
九
六
『
本
田
安
次
著
作
集　

日
本
の
傳
統
藝
能　

第
十

巻　

風
流
Ⅰ
』）

俵
木
悟　

二
〇
一
八
『
文
化
財
／
文
化
遺
産
と
し
て
の
民
俗
芸
能
：
無
形
文

化
遺
産
時
代
の
研
究
と
保
護
』
勉
誠
出
版

松
岡
敬
介　

二
〇
〇
八
「
お
峯
入
見
学
会
に
参
加
し
て
」『
か
な
が
わ
の
民

俗
芸
能
』
72
号　

神
奈
川
県
民
俗
芸
能
保
存
協
会

黛
友
明　

二
〇
二
〇
「「
郷
土
舞
踊
と
民
謡
の
会
」
の
理
念
と
現
実
―
日
本

青
年
館
所
蔵
資
料
と
竹
内
芳
太
郎
の
ノ
ー
ト
か
ら
―
」『
神
奈
川
大
学
日
本

常
民
文
化
研
究
所
調
査
報
告
（
昭
和
戦
前
期
の
青
年
層
に
お
け
る
民
俗
学
の

受
容
・
活
用
に
つ
い
て
の
研
究
）』
第
28
集　

神
奈
川
大
学
日
本
常
民
文
化

研
究
所

山
北
町
地
方
史
研
究
会
編　

一
九
六
二
『
足
柄
乃
文
化
』
第
6
号　

山
北
町

地
方
史
研
究
会

山
北
町
教
育
委
員
会
・
お
峯
入
り
保
存
会
編　

一
九
九
四
『
国
指
定
重
要
無

形
民
俗
文
化
財　

山
北
の
お
峯
入
り
』
山
北
町
教
育
委
員
会

山
崎
荘
治　

一
九
八
一
「「
お
峯
入
り
」
を
回
想
し
て
」『
か
な
が
わ
の
民
俗

芸
能
』
33
号　

神
奈
川
県
民
俗
芸
能
保
存
協
会

「
令
和
五
年
度
山
北
の
お
峯
入
り
」
パ
ン
フ
レ
ッ
ト




